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1 国家戦略の推進 ～ユビキタスネット社会の実現に向けた新たな戦略の始まり～

e-Japan戦略 
（2001年1月)

e-Japan戦略Ⅱ 
（2003年7月） 

（重点分野） 
ブロードバンドインフラ 

等の基盤整備 
 

（重点分野） 
IT利活用重視 
(先導7分野) 

 
①医療、②食、③生活 
④中小企業金融、⑤知 
⑥就労・労働 
⑦行政サービス 

e-Japan戦略Ⅱ 
加速化パッケージ 
（2004年2月） 

IT政策パッケージ 
（2005年2月） 

 

IT新改革戦略 
（2006年1月） 

 

◆IT基本法 
◆IT戦略本部設置 
（本部長：内閣総理大臣） 

総務省の情報通信政策 
 

総務省のu-Japan政策 
 

いつでも、どこでも、誰でも 
ITの恩恵を実感できる社会の 

実現 
 

世界最先端の評価・検証 
（評価専門調査会） 

 

2001 2003 2004 2005 2006

「e-Japan重点計画 
-2003」 
（2003/8） 

「e-Japan重点計画 
-2004」 
（2004/6） 

「e-Japan重点計画2002」 
（2002/6） 

「e-Japan重点計画」 
（2001/3） 

ユ
ビ
キ
タ
ス
ネ
ッ
ト 

社
会
の
実
現 

 

～ 

自律的IT社会の実現 
 

世界の世界のICTICT革命を先導する革命を先導する  
フロントランナーフロントランナー  

  

世界のICT革命を先導する 
フロントランナー 

 

図表3-1-1 国家戦略の歩み



1 u-Japan政策について

2 ICT政策大綱
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ITによる医療の構造改革 
　◆レセプトの100％オンライン化 
 

ITの構造改革力の追求 
　－ITによって日本社会が抱える課題を解決－ 

IT基盤の整備 
　－ITの構造改革力を支え、ユビキタスネットワーク社会への 
　　基盤を整備－ 
 

ユニバーサルデザイン化されたIT社会 
　◆誰もが安心利用し、恩恵を享受できるIT開発推進 
 
デジタル・ディバイドのないインフラ整備 
　◆いつでも、どこでも使えるユビキタス化 
 
世界一安心できるIT社会 
　◆不正アクセス等サイバー犯罪の撲滅 
 
次世代を見据えた人的基盤づくり 
　◆教員一人1台のパソコン、モラル教育の推進 
 
世界に通用する高度IT人材の育成 
　◆高度IT人材育成機関の設置等 
 
次世代のIT社会の基盤となる研究開発の推進 
　◆中長期的な技術戦略の策定 
 
 

世界への発信 
　－構造改革力追求の世界への発信と国際貢献－ 
 

国際競争社会における日本のプレゼンス向上 
　◆世界の一翼を担う情報ハブ 
 
課題解決モデルの提供による国際貢献 
　◆ITによるアジア諸国等への貢献 
 

ITを駆使した環境配慮型社会 
　◆ITでエネルギーや資源の効率的な利用 

世界に誇れる安全で安心な社会 
　◆地上デジタルによる災害情報提供で被害軽減 

世界一安全な道路交通社会 
　◆ITSを活用し交通事故を未然防止 

世界一便利で効率的な電子行政 
　◆オンライン申請率50％達成 
 

IT経営の確立による企業の競争力強化 
　◆レセプトの100％オンライン化 

生涯を通じた豊かな生活 
　◆テレワーク、eラーニングの活用 
 

図表3-1-2 新戦略の重点政策

2 u-Japan政策
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国民生活にとって必要不可欠な通信と放送は本来シームレスなものであり、近年の急速な技術の進歩を

反映して通信・放送サービスがより便利に、より使いやすくなることを国民は期待している。しかし現実

には、技術的にも、またビジネスとしても実現可能であるにもかかわらず、制度等の制約から提供されて

いないサービスもあると考えられる。

通信・放送について国民が様々な疑問や願望を抱いている中、それらに対して明快な回答を示すととも

に、多様なサービスが国民に速やかに提供されるよう努める必要がある。このため、総務省では、平成18

年1月より総務大臣の下に専門家を集め、「通信・放送の在り方に関する懇談会」を開催している。

検討課題として①国民の視点から見た通信・放送の問題点、②いわゆる通信と放送の融合・連携の実現

に向けた問題点、③それらの問題が生ずる原因、④通信・放送及びいわゆる融合・連携のあるべき姿、⑤

望ましい行政の対応の在り方を掲げ、おおむね半年間開催する予定である。

通信・放送の在り方に関する懇談会

通信・放送の融合・連携C O L U M N




